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市
か
ら
の

お
知
ら
せ

※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
「
法
定
相
続
情
報
証
明

制
度
」

市
民
課

（
内
線
3
0
6
5
・
3
0
6
6
）

　５
月
29
日
か
ら
全
国
の
登
記
所

（
法
務
局
）
で
、
各
種
相
続
手
続
に

利
用
で
き
る
「
法
定
相
続
情
報
証

明
制
度
」
が
開
始
し
ま
し
た
。

　こ
の
制
度
は
、
登
記
所
（
法
務

局
）
に
対
し
、
亡
く
な
っ
た
人
の

戸
除
籍
謄
本
の
束
と
、
相
続
関
係

を
表
し
た
一
覧
図
（
法
定
相
続
情

報
一
覧
図
）
を
提
出
し
て
い
た
だ

き
、
登
記
官
が
内
容
を
確
認
し
誤

り
が
な
け
れ
ば
一
覧
図
の
写
し
に

認
証
文
を
付
し
て
、
証
明
書
を
無

料
で
交
付
す
る
制
度
で
す
。

　詳
し
く
は
、
法
務
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

k■
水
道
の
用
途
確
認

水
道
部
営
業
課

☎
（
８
７
７
）
８
４
６
０
・
８
４
７
６

　水
道
料
金
の
単
価
等
は
、
水
道

の
使
用
目
的
（
用
途
）
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
。

家
事
用

　主
に
家
庭
用
と
し
て
水

道
を
使
用
す
る
場
合

営
業
用

　営
業
ま
た
は
営
業
に
付

随
す
る
用
に
水
道
を
使
用
す
る
場

合
（
会
社
・
店
舗
・
工
場
等
）

臨
時
用

　工
事
等
（
解
体
含
む
）、

興
行
、
売
店
等
短
期
間
臨
時
に
水

道
を
使
用
す
る
場
合

連
合
用

　１
個
の
メ
ー
タ
に
よ
り

家
事
用
２
世
帯
以
上
で
使
用
す
る

場
合
（
店
舗
等
は
含
ま
な
い
）

　基
準
を
満
た
す
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
「
家
事
用
」
に
比
べ
、
料

金
が
安
く
な
り
ま
す
。

　※
用
途
は
、
検
針
時
に
配
布
す

る
「
検
針
の
お
知
ら
せ
」
に
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。
住
宅
の
改
築
、

増
築
等
を
行
う
場
合
は
確
認
を
お

願
い
し
ま
す
。

■
浦
添
市
陸
上
競
技
場
に
冷

水
機
２
台
を
設
置
し
ま
し
た

社
会
体
育
課（
内
線
６
１
６
１
）

　浦
添
市
通
水
55
周
年
を
記
念
し

て
、
浦
添
市
水
道
部
よ
り
一
般
社
団

法
人
浦
添
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
へ
冷

水
機
２
台
の
寄
贈
が
あ
り
ま
し
た
。

　寄
贈
さ
れ
た
冷
水
機
は
、
陸
上

競
技
場
の
メ
イ
ン
ス
タ
ン
ド
下
に

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
児
童
扶
養
手
当
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
の
更
新
手

続
き

児
童
家
庭
課（
内
線
３
６
１
３
）

　児
童
扶
養
手
当
お
よ
び
特
別
児

童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格
者
は
、

資
格
確
認
の
た
め
「
現
況
届
」
が

必
要
で
す
。
届
出
が
な
い
場
合
は
、

８
月
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
届
出
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
児
童

扶
養
手
当
の
受
給
者
は
「
母
子
・

父
子
家
庭
等
医
療
費
助
成
」
の
現

況
届
も
同
時
に
行
い
ま
す
。

受
付
期
間

　８
月
１
日
（
火
）
～

31
日
（
木
）
※
特
別
児
童
扶
養
手

当
の
現
況
届
は
、
８
月
14
日
（
月
）

か
ら
受
付
し
ま
す
。

受
付
場
所

　市
役
所
９
階
講
堂

受
付
時
間

　午
前
９
時
～
午
前
11

時
、
午
後
１
時
～
午
後
４
時

　受
付
日
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
都
合
が
つ
か
な
い
人
は
期
限

内
（
土
日
祝
を
除
く
）
に
届
出
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。
混
雑
が
予
想

さ
れ
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
指

定
日
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　平
成
29
年
度
の
所
得
申
告
が
お

済
み
で
な
い
人
は
、
現
況
届
を
提

出
前
に
所
得
申
告
お
よ
び
確
認
が

必
要
で
す
。
受
付
日
が
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
平
日
に
都
合
が
つ

か
な
い
人
を
対
象
に
休
日
受
付
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

受
付
期
間

　８
月
20
日
（
日
）
午

前
９
時
～
午
前
11
時
、
午
後
１
時

～
午
後
４
時

■
自
立
支
援
教
育
訓
練
給

付
金
事
業
に
～
今
年
度
か

ら
受
給
対
象
者
が
拡
大
さ

れ
ま
し
た
～

児
童
家
庭
課（
内
線
３
６
１
２
）

　ひ
と
り
親
家
庭
の
お
母
さ
ん
・

お
父
さ
ん
の
就
職
や
キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
の
た
め
の
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。
指
定
さ
れ
た
教
育
訓
練

講
座
を
受
講
し
修
了
し
た
場
合
、

受
講
料
の
一
部
を
支
給
し
ま
す
。

対
象

　①
市
内
在
住
の
母
子
家
庭

の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
②
児

童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
か
、

同
様
の
所
得
水
準
に
あ
る
人

対
象
講
座

　雇
用
保
険
制
度
の
一

般
教
育
訓
練
給
付
金
の
指
定
教
育

訓
練
講
座
等

支
給
額

　対
象
講
座
の
受
講
料
の

60
％
に
相
当
す
る
金
額
（
上
限
20

万
円
、
下
限
１
万
２
千
円
）
ま
た
は
、

雇
用
保
険
法
に
よ
る
一
般
教
育
訓

練
給
付
金
の
支
給
額
と
の
差
額
※

受
講
開
始
前
に
講
座
指
定
等
の
手

続
き
が
必
要
で
す
。

■
こ
ど
も
の
入
院
医
療
費

助
成
は
「
中
学
校
修
了
前

ま
で
」
対
象
で
す
。

児
童
家
庭
課

　児
童
係

（
内
線
３
６
１
４
）

　浦
添
市
こ
ど
も
医
療
費
助
成
事

業
の
入
院
医
療
費
助
成
は
、
０
歳

か
ら
中
学
校
修
了
前
ま
で
対
象
で

す
。
入
院
時
の
領
収
書
を
お
持
ち

の
人
で
申
請
が
お
済
み
で
な
い
人

は
、
児
童
家
庭
課
窓
口
で
申
請
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
こ
ど
も
の
健
康
保
険
証
②
印
鑑

（
認
印
可
）
③
入
院
時
の
領
収
書
④

保
護
者
の
普
通
預
金
通
帳
⑤
受
給

資
格
者
証
（
交
付
を
受
け
て
い
る

人
の
み
）

領
収
書
の
申
請
期
限

　診
療
し
た

月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
１
年
以

内
で
す
。
１
年
を
経
過
し
た
領
収

書
は
助
成
対
象
外
と
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
な
お
、
領

収
書
は
診
療
し
た
月
の
翌
月
以
降

に
申
請
可
能
で
す
。

学
校
安
全
・
災
害
共
済
給
付
金
の

該
当
と
な
る
場
合

　学
校
の
管
理

下
に
お
け
る
こ
ど
も
の
負
傷
等
に

対
し
て
、
独
立
行
政
法
人
ス
ポ
ー

ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
に
よ
る
給
付

（
学
校
安
全
・
災
害
共
済
給
付
金
）

に
該
当
す
る
場
合
は
こ
ど
も
医
療

費
の
助
成
対
象
外
で
す
。

■
こ
ど
も
医
療
費
の
貸
付
制
度

児
童
家
庭
課

　児
童
係

（
内
線
３
６
１
４
）

　医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払
い
が

困
難
な
人
に
対
し
て
支
払
金
を
貸

し
付
け
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
利

用
す
る
に
は
、
貸
付
資
格
の
認
定

を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

対
象
外
と
な
る
医
療
費

　保
険
外

診
療
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
選

定
療
養
費
等
は
病
院
窓
口
で
支
払

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

開
始
月

　平
成
28
年
10
月
受
診
分

か
ら
。

■
う
ら
そ
え
オ
ー
プ
ン
保

育
2
0
1
7
夏
の
開
催

保
育
課
（
内
線
３
６
２
２
）

　保
育
士
養
成
校
の
学
生
お
よ
び

保
育
士
資
格
を
有
す
る
人
を
対
象

に
、
浦
添
市
内
の
公
立
保
育
所
・

法
人
保
育
園
の
見
学
、
保
育
体
験

会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時

　8
月
14
日
（
月
）
～
8
月

25
日
（
金
）
※
土
日
を
除
く
。

午
前
10
時
～
午
後
4
時

問
い
合
わ
せ
先

　各
保
育
所
（
園
）

■
患
者
等
搬
送
事
業
の
紹
介

お
よ
び
認
定
事
業
者
一
覧

消
防
本
部

　救
急
救
助
係

☎
（
８
７
５
）
０
１
０
５

　浦
添
市
消
防
本
部
で
は
、
今
年

２
月
か
ら
患
者
等
搬
送
事
業
の
認

定
基
準
お
よ
び
指
導
基
準
を
定
め
、

市
内
対
象
事
業
者
の
認
定
や
指
導

を
行
っ
て
い
ま
す
。
認
定
事
業
者

一
覧
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　ま
た
、
新
規
事
業
を
予
定
さ
れ

て
い
る
事
業
者
は
、
消
防
本
部
ま

で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
国
民
健
康
保
険
の
給
付
に

関
す
る
各
種
証
の
切
替
え

国
民
健
康
保
険
課

　給
付
係

（
内
線
３
７
１
４
）

　現
在
、
お
持
ち
の
「
限
度
額
適

用
認
定
証
」「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」「
特
定
疾
病

療
養
受
療
証
」
の
有
効
期
限
は
平

成
29
年
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
更
新
の
手
続
き
が

必
要
で
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

　①
対
象
者

の
国
民
健
康
保
険
証
②
申
請
者
の

印
鑑
③
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
等
）
④
世
帯
主
直
筆

の
委
任
状
（
世
帯
外
の
人
が
申
請

す
る
場
合
）
⑤
過
去
12
か
月
の
入

院
数
が
90
日
を
超
え
る
と
き
は
そ

の
領
収
書
（
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
の
み
）
⑥
特
定
疾
病
療
養
受

療
証
を
新
規
で
申
請
す
る
場
合
は

医
師
の
意
見
書
（
８
月
末
ま
で
に

更
新
手
続
が
出
来
な
い
場
合
、
新

規
で
の
申
請
と
な
り
ま
す
。）

※
世
帯
主
の
障
害
者
手
帳
や
介
護

保
険
証
（
要
介
護
３
以
上
）
を
お

持
ち
の
場
合
は
委
任
状
や
意
見
書

は
不
要
で
す
。

※
国
保
税
に
滞
納
が
あ
る
と
更
新

で
き
ま
せ
ん
。
８
月
以
降
に
手
続

き
に
来
る
場
合
は
、
国
保
税
の
納

付
済
み
領
収
書
も
し
く
は
引
き
落

と
し
が
確
認
で
き
る
通
帳
も
持
参

く
だ
さ
い
。

■
浦
添
市
重
度
心
身
障
害

者
（
児
）
医
療
費
助
成

福
祉
給
付
課（
内
線
３
５
６
４
）

対
象

　市
内
に
住
所
が
あ
る
人
（
た

だ
し
他
市
町
村
か
ら
市
内
施
設
に

入
所
し
て
い
る
人
は
除
く
）、
も
し

く
は
、
本
市
か
ら
他
市
町
村
の
施
設

に
入
所
し
て
い
る
人
で
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
人
の
う
ち
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
。

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級

・
療
育
手
帳
Ａ
１
・
Ａ
２

※
一
定
の
所
得
制
限
あ
り

請
求
方
法

医
療
機
関
で
支
払
っ

た
保
険
適
用
の
領
収
書
（
月
単
位

で
ま
と
ま
っ
た
も
の
）
を
持
参
し

て
、
毎
月
10
日
ま
で
に
請
求
す
る
。

※
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場

合
は
、
高
額
療
養
費
支
給
決
定
後

の
請
求
と
な
る
。

※
領
収
書
は
診
療
翌
月
か
ら
１
年

以
内
の
も
の
が
有
効
。

医
療
費
助
成
が
制
限
さ
れ
る
人
と

請
求
で
き
な
い
領
収
書

　①
所
得

制
限
で
資
格
停
止
に
な
っ
て
い
る

人
。
②
診
療
月
か
ら
１
年
を
経
過

し
た
領
収
書
③
医
療
保
険
対
象
外

の
領
収
書

請
求
に
必
要
な
も
の

　①
医
療
保

険
証
②
受
給
者
証
③
印
鑑
（
認
印

可
・
申
請
に
来
る
人
の
も
の
）
④

領
収
書
（
月
単
位
で
ま
と
め
て
・

診
療
月
の
翌
月
か
ら
受
付
）

受
給
者
証
の
更
新
に
つ
い
て

　す

で
に
医
療
費
助
成
受
給
者
証
の
交

付
を
受
け
て
い
る
人
の
有
効
期
間

は
７
月
31
日
ま
で
で
す
。
新
し
い
受

給
者
証
の
発
行
は
、
福
祉
給
付
課

窓
口
で
８
月
１
日
か
ら
随
時
行
っ

て
い
ま
す
。

■
平
成
29
年
度
手
話
奉
仕

員
養
成
講
座
（
入
門
過
程
）

受
講
生
募
集

福
祉
給
付
課
（
内
線
3
5
6
4
）

開
催
期
間

　９
月
22
日
（
金
）
～

平
成
30
年
２
月
16
日（
金
）（
全
21
回
）

毎
週
金
曜
日
午
前
10
時
～
正
午

場
所

　社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

　３

階

　中
研
修
室

定
員

　20
人

申
込
締
切

　９
月
15
日
（
金
）
午

後
５
時

対
象

　①
講
座
21
回
の
う
ち
、
８

割
以
上
出
席
が
可
能
な
人
②
講
座

修
了
後
は
、
手
話
サ
ー
ク
ル
で
活

動
し
、基
礎
編
（
平
成
30
年
度
開
催
）

に
参
加
で
き
る
人
③
浦
添
市
内
の

人
優
先

受
講
料

　テ
キ
ス
ト
代
３
２
４
０
円
・

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
代
３
５
０
円

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　社
会

福
祉
法
人

　浦
添
市
社
会
福
祉
協

議
会

　☎
（
８
７
７
）
８
２
２
６

■
中
学
校
卒
業
程
度
認
定

試
験
実
施

学
校
教
育
課
（
内
線
6
5
1
1
）

　就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の
中

学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
は
、
病
気

な
ど
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
っ

て
、
保
護
者
が
義
務
教
育
諸
学
校

に
就
学
さ
せ
る
義
務
を
猶
予
ま
た

は
免
除
さ
れ
た
子
女
等
に
つ
い
て
、

中
学
校
卒
業
程
度
学
力
が
あ
る
か

を
認
定
す
る
た
め
国
が
行
う
試
験

で
す
。
合
格
者
に
は
高
等
学
校
の

入
学
資
格
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

受
験
案
内
配
布
期
間

　７
月
10
日

（
月
）
～
９
月
８
日
（
金
）

願
書
受
付
期
間

　８
月
21
日
（
月
）

～
９
月
８
日
（
金
）

出
願
方
法

　受
験
案
内
に
添
付
し

て
い
る
封
筒
を
使
用
し
、
文
部
科

学
省
宛
て
に
書
留
で
郵
送
。（
９
月

８
日
（
金
）
の
消
印
有
効
）

試
験
日

　10
月
26
日
（
木
）

場
所

　沖
縄
県
庁
13
階
第
３
会
議
室

試
験
科
目

　国
語
・
社
会
・
数
学
・

理
科
・
英
語

　

受
験
資
格

　①
就
学
義
務
猶
予
免

除
者
で
あ
る
人
ま
た
は
就
学
義
務

猶
予
免
除
者
で
あ
っ
た
人
で
、
平

成
30
年
３
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳

以
上
に
な
る
人
。
②
保
護
者
が
就

学
さ
せ
る
義
務
の
猶
予
ま
た
は
免

除
を
受
け
ず
、
か
つ
、
平
成
30
年

３
月
31
日
ま
で
に
満
15
歳
に
達
す

る
人
で
そ
の
年
度
終
わ
り
ま
で
に

中
学
校
を
卒
業
で
き
な
い
と
見
込

ま
れ
る
事
に
つ
い
て
や
む
を
得
な

い
事
由
が
あ
る
と
文
部
科
学
省
が

認
め
た
人
。
③
平
成
30
年
３
月
31

日
ま
で
に
満
16
歳
以
上
に
な
る
人
。

（
①
お
よ
び
④
に
掲
げ
る
人
を
除

く
。）
④
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人

で
、
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
に

満
15
歳
以
上
に
な
る
人
。

■
平
成
29
年
「
緑
の
募
金
」

の
報
告
と
お
礼

美
ら
ま
ち
推
進
課（
内
線
4
0
6
3
）

　平
成
29
年
「
緑
の
募
金
運
動
」

は
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
ご
協

力
の
も
と
に
実
施
さ
れ
、
１
４
１

万
１
０
０
０
円
の
募
金
が
集
ま
り

ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　市
民
の
皆
様
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

こ
の
募
金
は
、
公
益
社
団
法
人 

沖

縄
県
緑
化
推
進
委
員
会
で
取
り
ま

と
め
、
緑
化
の
推
進
、
さ
ら
に
緑

化
の
国
際
協
力
等
の
事
業
を
推
進

す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
ま
す
。
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